
1 01 01 01 00 保険基盤安定負担金 398,840 398,840 405,001 △6,161

差引一般財源 △538,017 350,104 △546,374 896,478

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

令和 2年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
3. 民生費 13.国民健康保険特別会計等への繰出経費

1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費 健康保険課

（佐倉市）　　

-

平成28年度 -

経常 単独 通常 0 0 881,654
平成29年度 -

平成30年度 -

平成31年度 -

令和 2年度 -

国庫支出金 県支出金 その他

538,017 0 0 538,017 △538,017

538,017 888,121 139,177 398,840 0 350,104

・保健基盤安定負担金、出産育児一時金、国民健康保険 ・国民健康保険事業は保険料、国県負担金及び法的繰入 ・国民健康保健事業の財政運営を安定させます。

事務費（職員給与費等事務費）、国保財政安定化支援事業に充てる為、 金等で賄うことが基本でありますが、医療費の増加等により、これらの

一般会計より国保特別会計に繰出しを行います。 財源だけでは賄えないことから、一般会計から財源補填として繰り出し

を行い、財政運営を安定させます。

・国民健康保険事業は保険料、国県負担金だけで 繰出しに係る基準は年度当初に通知されることか

は賄えないことから一般会計より財源補填として繰出しを行っています ら、令和元年5月14日付総務省自治財政局調整課通知「令和元年度の国

。 民健康保険繰出金について」に基づき積算を行っております。

27 888,121 892,039 △3,918 15 01 01 01 01 00 保険基盤安定負担金 139,177 139,177 141,373 △2,196

16 0


